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防衛大学校におけるグローバルセキュリティ研究又は共同研究に係

る叢書の編集及び発行について（通達） 

 

      改正  平成 30年３月 30日防大総第 346号    

 

標記について、下記のとおり定めたので通達する。 

 

記 

１ 目 的 

この通達は、防衛大学校におけるグローバルセキュリティ研究に係る研究又は

共同研究の成果となる論文、研究ノート及び資料（以下「論文等」という。）を、

学術研究叢書（以下「叢書」という。）として発行することに関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

２ 区 分 

防衛大学校のグローバルセキュリティ研究又は共同研究に係る叢書は、グロー

バルセキュリティセミナー叢書（英文名称は、Global Security Seminar Series）、

グローバルセキュリティ研究叢書（英文名称は、Global Security Study Series）

及びグローバルセキュリティ調査報告（英文名称は、Global Security Reports）

とし、それぞれ発行の都度、第 1冊より逐次冊数を追う。 

なお、収録要領については、次の各号のとおり。 



２ 

 

（１）グローバルセキュリティセミナー叢書は、防衛大学校が実施するグローバル

セキュリティセミナーにおける研究発表と議論を踏まえ、セミナーの総合テー

マに関してさらに考察を深めた内容を、和文又は英文により収録する。 

（２）グローバルセキュリティ研究叢書は、防衛大学校におけるグローバルセキュ

リティに係る研究成果のうち、単著又は共著の学術論文又は研究ノートを、和

文又は英文により収録する。 

（３）グローバルセキュリティ調査報告は、防衛大学校におけるグローバルセキュ

リティに係る共同研究の成果として、複数の研究者が分担執筆した学術論文、

研究ノート、資料等を取りまとめたものを和文又は英文により収録する。 

 

３ 発 行 

防衛大学校のグローバルセキュリティ研究に係る叢書は、グローバルセキュリ

ティセンターのウェブサイトへＰＤＦファイルを掲載し、これをもって叢書の発

行とする。ただし、防衛大学校におけるグローバルセキュリティ研究又は共同研

究の進展に必要とされる範囲内において、紙媒体による発行も行う。 

発行にあたっては、次項に定める編集委員会の議を経て防衛大学校長の承認を

得た上で、グローバルセキュリティセンター長が決定する。 

 

４ 編集委員会 

防衛大学校のグローバルセキュリティ研究に係る叢書の寄稿要領を定め、これ

に掲載する論文等を決定し、かつ、それぞれの編集を行うため、叢書編集委員会

（以下「委員会」という。）を置く。 

 

５ 委員会の構成等 

（１）前項に定める委員会は、次の各号に掲げる委員長及び委員をもって構成する。 

ア 委員長 グローバルセキュリティセンター長 

イ 委 員 グローバルセキュリティセンター企画・発信部門長、グローバル

セキュリティセンター研究部門長、先端学術推進機構事務室企

画・発信調整官、その他委員長が必要と認める者 

（２）委員長は、委員会を召集し、会議を主宰する。 

 



３ 

６ 事 務 

叢書の発行に関する事務は、先端学術推進機構事務室が行う。 

 

７ 委任規定 

この通達に定めるもののほか、この通達の実施に関し必要な事項は、グローバ

ルセキュリティセンター長が定める。 

」 


